
2021年4月1日

北海道労働局労働基準部安全課

令和５年度「建設工事着工期労働災害防止運動」及
び「死亡災害撲滅に向けた監督指導及び個別指導重
点月間」実施結果に関連した参考資料

●参考資料目次

１ 令和５年度の建設業における安全衛生対策の推進（重点・抜粋）
２ 第14次労働災害防止計画（北海道）
３ 足場に係る労働安全衛生規則改正の概要
４ 貨物自動車に係る労働安全衛生規則改正の概要
５ はしご・脚立の使用に関する注意点
６ 乗用草刈機等の使用に係る安全対策
７ 建設業における交通労働災害防止対策
８ 一酸化炭素中毒の防止
９ 熱中症対策
10 石綿障害予防対策



１ 令和５年度の建設業における安全衛生対策の推進（重点・抜粋）

１ 足場等からの墜落・転落防止対策（法改正あり）
２ はしご・脚立からの墜落・転落防止対策
３ 墜落制止用器具の適切な使用
４ 建設工事の現場等における荷役災害防止対策（法改正あり）
５ 転倒災害の防止
６ 交通労働災害防止対策
７ 建設工事現場等で交通誘導等に従事する労働者の安全確保
８ 車両系建設機械等を運転中の墜落・転落防止対策
９ 高年齢労働者等の労働災害防止
10 外国人労働者に対する労働災害防止対策
11 一人親方等の安全衛生対策（令和５年度委託事業により安全衛生教育に係る支援）

12 自然災害の復旧・復興工事における労働災害防止対策
13 伐木等作業の安全対策
14 熱中症対策
15 じん肺予防対策（ずい道工事、研磨、ばり取り、破砕）
16 騒音障害防止対策（ガイドラインの改正予定）
17 メンタルヘルス対策
18 化学物質による健康障害防止対策

（鉛・六価ｸﾛﾑ・PCB等の塗膜、ＳＤＳ、剥離剤作業、金属ﾋｭｰﾑ）
19 石綿健康障害予防対策
20 危険有害な作業を行う場合の請け負わせる一人親方等への措置

他、安全衛生教育・ガイドライン など

墜落転落災害防止にかかる
リスクアセスメントの実施



２ 第14次労働災害防止計画（北海道）

概要

１ 計画期間
2023年度から2027年度までの５か年

２ 計画の目標
2027(R9)年の死亡災害及び死傷災害を次のとおりとする

〇死亡災害 2022(R4)年と比較して10％以上減少

〇死傷災害 2022(R4)年と比較して減少に転じさせる

３ 建設業に関するアウトプット指標及びアウトカム指標

アウトプット指標 墜落・転落災害の防止に関するリスクアセスメントに取り組む
事業場を85％（総合建設業は90％）以上とする

アウトカム指標 死亡者数を2022年と比較して20％以上減少させる
（23人→18人）

その他、高年齢労働者対策、熱中症対策、外国人労働者対策等の業種横断的取り組みについてもそれぞれアウトプット指標及びアウトカム
指標の設定があります。



１ 墜落・転落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所への囲
い、手すり等の設置、墜落制止用器具の確実な使用、はしご・脚立
等の安全な使用の徹底等及び高所からの墜落・転落災害の防止に取
り組む。併せて墜落・転落災害の防止に関するリスクアセスメント
に取り組む。

２ 車両系建設機械等との接触防止、移動式クレーンの荷の落下及び
転倒災害の防止、土砂崩壊災害防止に取り組む。

３ 「エイジフレンドリーガイドライン」に基づき、高年齢労働者の
就労状況等を踏まえた安全衛生管理体制の確立、職場環境の改善等
の取組を進める。

４ 労働者の熱中症や振動障害を防止するため、「職場における熱中
症予防基本対策要綱」に基づく暑さ指数の把握とその値に応じた措
置の適切な実施や「振動障害総合対策要綱」により的確な指導を行
い、特に振動工具の３軸合成値に基づく使用限度時間の徹底を図る。



３ 足場に係る労働安全衛生規則改正の概要



４ 貨物自動車に係る労働安全衛生規則改正の概要



５ はしご・脚立の使用に関する注意点





６ 乗用草刈機等の使用に係る安全対策



７ 建設業における交通労働災害防止対策

⓵ 交通労働災害防止ガイドライン（平成２０年４月３日改正）

1. 後部座席を含むすべての座席でのシートベルト着用の徹底

2. 運転者の疲労に配慮した走行計画の策定、走行時間の管理

3. 毎朝の点呼等による健康状態の確認や運転前のアルコールチェックの
励行

4. 高齢労働者に対する運転適性の確認

5. 交通事故、スリップの危険場所等の情報に基づいた交通安全情報マッ
プ（交通ヒヤリマップ）の作成と活用

6. 危険予知活動等による日常的な安全活動の実施

7. 冬道の安全運転ポイントを重点とした交通安全教育の実施

⓶ 交通誘導時の安全対策

誘導の方法、退避、安全設備及び掲示板、照明



８ 一酸化炭素中毒の防止



９ 熱中症対策



10 石綿障害予防



石綿は平成18年(2006年)9月から輸入、製造、使用などが禁止(罰則あり)
されていますが、それより以前に着工した建築物・工作物・船舶は石綿が
使用されている可能性が高く、解体工事・改修工事で飛散した石綿の粉じ
んを吸い込むと、肺がんや中皮腫を発症するおそれがあります。適切な対
策の実施が必要です。

建築物・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの

改修工事に対する石綿対策の規制が強化されます

■工事対象となる全ての部材について、石綿が含まれているかを事前に
設計図書などの文書と目視で調査し（事前調査）、調査結果の記録を
３年間保存することが義務になります（令和３年４月～）

■建築物の事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等に
行わせることが義務になります（令和５年10月～）

工事開始前の石綿の有無の調査

解体改修工事の受注者（解体改修工事実施者）の皆さま

■石綿が含まれている保温材等の除去等工事の計画は１４日前までに
労働基準監督署に届け出ることが義務になります（令和３年４月～）

■一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体・改修工事は、事前調査
の結果等を電子システム（スマホも可）で届け出ることが義務になり
ます（令和４年４月～）

工事開始前の労働基準監督署への届出

■除去工事が終わって作業場の隔離を解く前に、資格者による石綿等の
取り残しがないことの確認が義務になります（令和３年４月～）

吹付石綿・石綿含有保温材等の除去工事に対する規制

■石綿が含まれている仕上塗材をディスクグラインダー等を用いて除去
する工事は、作業場の隔離が義務になります（令和３年４月～）

■石綿が含まれているけい酸カルシウム板第１種を切断、破砕等する
工事は、作業場の隔離が義務になります（令和２年10月～）

■石綿が含まれている成形板等の除去工事は、切断、破砕等によらない
方法で行うことが原則義務になります（令和２年10月～）

石綿含有仕上塗材・成形板等の除去工事に対する規制

■石綿が含まれている建築物、工作物又は船舶の解体・改修工事は、
作業の実施状況を写真等で記録し、３年間保存することが義務に
なります（令和３年４月～）

写真等による作業の実施状況の記録

１


